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はじめに 

 

堺市では、令和 6 年 3 月に「第 5 次堺市障害者計画・第 7 期堺市障害福祉計画・第 3 期堺市障害児福祉

計画」を策定し、「障害者が住み慣れた地域で、安心して、主体的に、心豊かに暮らせる共生社会の実現」を掲げ、

サービスの充実や環境の整備などに積極的に取り組んでいます。 

 

障害の有無や程度、種別に関わらず地域で安心して暮らすためには、様々な障害への理解、合理的配慮が提供

される環境が必要であり、希望する暮らしやサービスを自ら選択できるよう意思決定の支援や、ライフステージに応じた

途切れのない支援がさらに重要です。中でも、日々生活の中で抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、障害の

ある方の思いに寄り添って支援する「相談支援」は、障害のある方が希望する生活を実現し、かつ継続させるうえで、

重要な役割を担っています。 

 

また、近年では、障害のある方が必要とするサービス等が多種多様であり、相談支援に携わる方だけでなく、福祉、

保健、医療、教育、就労等といった関係機関と緊密に連携する必要があり、「重層的支援体制整備事業」や「地域

生活支援拠点等の整備」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」といった取組も進められています。 

 

堺市においては、相談支援体制の充実を図るために、従前の取組も踏まえ、平成24年度に市域の中核として「総

合相談情報センター」を、区域の中核として 7 つの「障害者基幹相談支援センター」を設置しました。各センターでは、

区の相談窓口や専門相談機関や地域の相談支援機関とのネットワークづくりを推進し、また、相談支援の充実にも

取り組んでいます。 

 

障害のある方の支援を行うにあたっては、すべての支援機関が基本となる考え方を共有することが重要です。それは

「本人がどのような生活を望んでいるのか」「本人自らの意志でサービスを選択する」という当事者主体の考え方です。

相談支援を進めるときには、様々な問題に突き当たることもあることと思います。そのような時こそ、障害のある方がどう

生きたいと思うのか、障害のある方が住み慣れた堺市に住み続けるために、どのように支援すべきかという原点に立ち戻

ってもう一度考えてみることが大切です。 

 

本手引書は、相談支援専門員として新たに従事される方をはじめ、堺市で相談支援に関わるすべての方に活用さ

れ、当事者主体の質の高い相談支援の実現につながれば幸いです。 

   

 結びに、堺市障害者相談支援専門員協会の方をはじめ、本手引書の改訂にあたってご協力、ご尽力いただきまし

た皆様に感謝申し上げます。 

 

 

令和７（2025）年 4 月   

堺市健康福祉局障害福祉部 

障害施策推進課長   
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